別記FBC-第176号様式

設備工事確認事項
確認した事項の文頭番号を○で囲み、作成してください。
	確認事項
	添付書類

	共通
	１．電気・水道・ガス設備が仮設でなく本設である。
	

	
	２．敷地内外の給排水設備の接続が完了している。
	

	
	３．設備機器等が敷地外に突出していない。
	

	
	４．屋上突出設備（水槽、キュービクル、空調機器等）が地震（１G）に対する転倒防止の措置が講じてある。
	

	給排水設備
	１．飲料水系と他の水系が直接接続されていない。
	

	
	２．給水設備（散水栓等）は吐水口空間が確保されている。
	

	
	３．給水タンク、高架タンクの保守点検に支障ない空間が確保されている。
	写真

	
	４．高架タンクの保守点検のための安全対策（ステージ、手すり等）の措置が講じてある。
	写真

	
	５．給水タンク室又は給水タンク上部を排水管等が貫通していない。
	写真

	
	６．雨水排水立て管は、汚水排水管、通気管と兼用し、又はこれらの管と連結していない。
	

	
	７．雨水排水管を汚水排水管に連結する場合は、直前にトラップ枡等が設けられている。
	

	
	８．排水管の保守点検のための掃除口等が設けられている。
	

	
	９．通気管末端の開口部と建物の出入口、窓等との離隔距離が確保されている。
	

	
	１０．排水通気用ドルゴ通気弁は、保守点検が可能な場所又は付近に点検口が設けられている。
	

	
	１１．排水槽はビルピット対策指導要綱に基づき施工されている。
	

	
	１２．流し器具、洗面器具、浴槽の床排水等に規定の排水トラップが設けられている。
	写真

	
	１３．浄化槽が申請どおり設けられている。
	写真

	
	１４．浄化槽、くみ取槽が漏水していない。
	写真・データ

	
	１５．給排水管、通気管が規定の材質で施工されている。
	写真

	
	１６．屋内駐車場（面積50㎡越え）にはオイル阻集器が設けられている。
	

	
	１７．厨房の排水設備にはグリース阻集器が設けられている。
	

	換気設備
	１．中央管理方式の空調設備、地下居室の機械換気の外気取入口は地上3m以上の位置に設けられている。
	

	
	２．換気設備は保守点検に支障ない位置にある。
	

	
	３．火気使用室に規定の給気設備と排気設備が設けられている。
	写真・データ

	
	４．居室には当該床面積の１/20以上の開口部又は規定の換気設備が設けられている。
	データ

	
	５．機械換気を必要とする室に規定の換気設備が設けられている。
	データ

	
	６．開放型燃焼器具を設ける居室には換気上有効な開口部が設けられている。
	

	
	７．テナント未定の店舗等に仮想スリーブが3箇所（便所、厨房等の給排気）以上設けられている。
	

	
	８．換気ダクトが規定の材質で施工されている。
	写真

	
	９．火気使用室の排気ダクトは、規定のロックウール等の断熱処理がなされている。
	写真

	
	１０．密閉式、半密閉式ガス器具に設けられた排気筒（煙突）には防火ダンパーが取付けられていない。
	

	
	１１．ガス器具に適合したガスの安全対策（ヒューズコック、Lネジ金属配管等）がなされている。
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	確認事項
	添付書類

	排煙設備
	１．排煙を要する場所には、当該床面積の1/50以上の開口部又は機械排煙設備が設けられている。
	データ

	
	２．排煙設備のための手動開放装置がワンタッチ方式で規定の高さにある。
	

	
	３．排煙ダクトに設ける防火ダンパーは２８０℃の温度ヒューズを使用している。
	

	
	４．排煙ダクトの断熱が必要な箇所にはロックウール等で被覆されている。
	

	
	５．排煙用機器（排煙機、可動たれ壁等）は防炎性能評定品である。
	

	
	６．機械排煙設備の作動と連動して、換気、空調設備が停止する。
	

	
	７．機械排煙設備が作動して負圧による当該区画内の非難方向への戸の開閉が支障ない。
	

	
	８．機械排煙設備の排煙出口、付室及び乗降ロビーに設ける給気取入れ口は「延焼の恐れのある部分」以外に設けられている。
	

	
	９．防火戸の上端にたれ壁（常閉300H、常開500H）がある。
	

	非常用照明
	１．非常用照明器具は必要な場所に設けられ、規定の照度がある。
	写真・データ

	
	２．非常用照明装置は防災性能評定品である。
	

	
	３．電池内臓形は配線が正しく行われ、電池に充電される。
	

	
	４．電池内臓形は停電検出を分電盤の廊下等避難経路の分岐回路の二次側からとられている。
	

	予備電源
	１．常用の電源から予備電源への切替えに支障がない。
	データ

	
	２．耐熱規制を受けた配線、分電盤で施工されている。
	

	避雷設備
	１．高さ20mを超える部分が保護角度内におさまり、接地極が地下0.5m以上の深さに埋設され、規定の接地抵抗値以下である。
	写真・データ

	
	２．避雷導線から1.5m以内にある金属体（TVアンテナ、高架タンク等）は電気的に接続されている。
	

	
	３．簡略法の場合は鉄筋、鉄骨との溶接が規定どおり施工されている。
	写真

	
	４．接地極埋設標識板が設けてある。
	

	その他
	１．外壁部で「延焼の恐れのある部分」に設けられる換気設備の開口部に防火設備（FD等）が設けられている。
	

	
	２．換気、空調ダクトに設ける防火ダンパーが防火区画等の貫通部に取付けられている。
	

	
	３．防火ダンパーの付近の天井には保守点検のための点検口（４５ｃｍ角以上）が設けられている。
	

	
	４．防火戸、ダンパー、可動たれ壁に連動する感知器が規定の位置に設けられ、作動する。
	データ

	
	５．配管、ダクト、配線等が防火区画等を貫通する際に、防火措置を講じている。
	写真

	
	６．和風便器、阻集器が防火区画の床を貫通する際に、耐火被覆等の防火措置を講じている。
	写真

	
	７．（DS）（PS）（EPS）が各階床打ちになっている。
	写真

	
	８．３階建て以上の建物に設ける直通階段（屋内・屋外）に直接面して換気設備の開口部が設けられていない。
	

	
	９．屋外避難階段から2m未満に換気設備の開口部が設けられていない。
	

	
	10．屋外階段の正面、屋外避難階段から周囲２m範囲の給湯器は扉内型である。
	

	昇降機
	１．エレベーターの機械室に至る通路及び階段の幅は70cm以上、高さは1.8m以上を確保されている。
	

	
	２．機械室及び昇降路内は、他の用途の配線、配管等が設けられていない。
	

	
	３．昇降路は、耐火構造等で区画され、路内には穴、隙間がなく、かつ突出物がない。
	

	
	４．エレベーター機械室の床は、防塵塗装で仕上られている。また、油圧エレベーターにあっては、防油堤がある。
	

	
	５．エレベーター機械室の壁、天井は、不燃材料等で仕上られている。また、天井の高さは規定以上である。
	

	
	６．昇降路頂部に設けられる煙感知器は、保守点検及びエレベーターの運行に支障ない。
	

	
	７．非常用エレベーターの各階乗降ロビーの見やすい位置に、ステンレス板等の避難経路図（サイズA3以上）を掲示した。
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